
告 示

�愛媛県告示第１７６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり宇和島地区広域事務組合の共同処理する事務の変

更及び同組合の規約の変更を許可した。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

� 事務の変更事項

ア し尿処理施設の設置及び管理運営に関する事務（宇和島市、

松野町及び鬼北町に係るものに限る。）の廃止

イ 一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する事務

（宇和島市、松野町、鬼北町に係るものに限る。ただし、宇

和島市は、平成１７年７月３１日における北宇和郡三間町の区域

に限る。）の廃止

ウ 管理型一般廃棄物最終処分場の設置及び管理運営に関する

事務の追加

� 規約の変更事項

上記の事務の変更事項に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

平成３０年４月１日

� 規約の変更年月日

平成３０年４月１日

３ 変更許可年月日

平成３０年２月２０日
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�愛媛県告示第１７７号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

西条市大保木字平野丙５０の２、丙５０の５から丙５０の７まで、字

大桧丁１８の１、丁２１、丁２４の１、字恵己４７の２、己４８、己５０から

己５２まで、己５４から己５６まで、己５８の１、己６０

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

は、次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

及び西条市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第１７８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計画公園の変更

に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に供す

る。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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�愛媛県告示第１７９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山空港線
松山市南江戸五丁目７４４番８から

同市南江戸一丁目５４０番１まで
３４．０～６１．１ ０．４５８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川松山線
東温市上林字上駄馬乙８６７番３から

同市上林字勇龍乙５０３番１１まで

旧 ４．１～１７．３ ０．９４７

新 １１．３～４７．１ ０．９４７

〃 〃
東温市上林字井ノ窪乙４７０番９から

同字乙４６９番４まで

旧 ５．０～１８．６ ０．０８６

新 ９．５～１８．６ ０．０８６

〃 〃
東温市井内字國木原甲１３２１番３から

同市井内字宮川大道脇甲１３５８番５まで

旧 ４．５～１０．４ ０．３６６

新 ７．１～４７．０ ０．３６６

〃 〃
東温市則之内字�尾乙７０３番６から

同市則之内字三島井出乙１２０２番２まで

旧 １１．５～３４．４ ０．５２５

新 １１．５～４４．６ ０．５２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
東温市上林字上駄馬乙８６７番３から

同市上林字勇龍乙５０３番１１まで
平成３０年２月２７日

〃 〃
東温市上林字井ノ窪乙４７０番９から

同字乙４６９番４まで
〃

〃 〃
東温市井内字國木原甲１３２１番３から

同市井内字宮川大道脇甲１３５８番５まで
〃

〃 〃
東温市則之内字�尾乙７０３番６から

同市則之内字三島井出乙１２０２番２まで
〃

愛 媛 県 報平成３０年２月２７日 第２９５３号

９９
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�愛媛県告示第１８２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内自転車道線
伊予郡松前町大字徳丸字北野１５１５番１地先から

同郡砥部町八倉１番７地先まで

旧 ３．０ ０．２９２

新 ３．０ ０．２７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内自転車道線
伊予郡松前町大字徳丸字北野１５１５番１地先から

同郡砥部町八倉１番７地先まで
平成３０年２月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘字中筋甲１７９５番２から

同町上灘字道ノ西甲１５７５番まで

旧 ２．３～８．０ ０．２０１

新 ３．７～１１．２ ０．２０１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広田双海線
伊予市双海町上灘字小谷尻甲６２０番４から

同町上灘字竹ノ下甲６９２番２地先まで
平成３０年２月２７日

愛 媛 県 報平成３０年２月２７日 第２９５３号

１００
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�愛媛県告示第１８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成３０年２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線
伊予市中山町大字出渕４番耕地１０８７番３地先から

同大字４番耕地９０７番２まで
平成３０年２月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 池田中山線
伊予市中山町大字出渕９番耕地１６３番１０から

同大字９番耕地１８１番２まで
平成３０年２月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市北梅本町甲６０５番２から

同町甲６０３番３まで
平成３０年２月２７日

平成３０年２月２７日 発行

愛 媛 県 報平成３０年２月２７日 第２９５３号

１０１


